
大野市長の職務代理について

～大野市副市長が職務を代理～

任期満了に伴う大野市長選挙のため、地方自治法第１５２条第１項の規定に基づき、下記のと

おり職務代理者を定めました。

記

１ 職務代理の期間 令和４年６月５日（日）から令和４年６月１２日（日）まで

２ 職務代理者 大野市副市長 南谷憲児
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【発信日】令和４年５月２３日

【問合わせ先】

大野市役所（２階 ２４番窓口）

行政経営部総務課 多田、小林

電話 0779-64-4820


